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１ 趣旨 

  本要項は、鈴鹿フラワーパーク大型複合遊具更新事業に係る優先交渉権者の選定につい 

 て、新たに公園のシンボル的な施設となる魅力的な遊具を設置し、これまで以上に多くの 

 こどもたちが、長く楽しめる特色ある施設とするために、その企画力や技術力、実績等を 

 総合的に評価して最も優れた者を選定するため、公募型プロポーザルの実施に関し、必要 

 な事項を定めるものとする。 

 

２ 事業概要 

（１）事業名 

   鈴鹿フラワーパーク大型複合遊具更新事業 

（２）選定方式 

   公募型プロポーザル 

（３）発注者 

   鈴鹿市（担当課：鈴鹿市 都市整備部 市街地整備課） 

（４）事業内容 

   鈴鹿フラワーパーク大型複合遊具更新事業要求水準書（以下「要求水準書」）のとおり 

（５）施工場所 

   鈴鹿市加佐登町地内 

（６）施工期間 

   令和 11年３月９日（金）まで 

   ※国の社会資本整備総合交付金を活用することを前提としているため、交付金の決定 

    額に応じて各年度の工事範囲を定め、別途工事請負契約を締結します。また、交付 

    金の決定額によっては、期間が短縮になることもあります。 

   ※事業スキームは、別添「事業スキーム」のとおりとします。 

（７）提案上限額 

     ３３０,０００,０００円（消費税及び地方消費税含む。） 

     【内訳】 

      令和８年度上限額          ２９８,２００,０００円 

      令和９年度・10年度上限額(合計)    ３１,８００,０００円 

       ※本提案にあたり下限額は設定しないものとします。 

       ※令和８年度の交付金は、令和８年度上限額で決定しています。 

（８）契約の方法 

   公募型プロポーザル方式による随意契約 

   ※地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の２第１項第２号 

   ※国の社会資本整備総合交付金を活用することを前提としているため、交付金の決定 

    額に応じて各年度の工事範囲を定め、別途工事請負契約を締結します。 
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（９）契約保証 

   年度契約ごとに契約金額の 10分の 1以上の額を納付しなければなりません。ただ 

  し、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、市を被 

  保険者とする履行保証保険契約又は市を債権者とする履行保証契約を締結し、その保険 

  証券を市に寄託した場合は、契約保証金の納付を免除します。 

（10）支払い 

   鈴鹿市契約規則（昭和 41年規則第 18号）による。 

（11）費用の負担 

   ア 発注者の負担 

     上記（７）提案上限額を限度とし、かつプロポーザルにおける提案価格を超えな 

    い金額とします。 

     ※設計・施工費のほか、地盤調査費やその他施設の整備に必要な費用を含む。 

   イ 受注者の負担 

    （ア）受注者は、本事業が完了するまでの間、当該契約に係る費用を負担してくだ 

      さい。 

    （イ）完成図書の作成費用は、受注者の負担となります。 

（12）事務局 

   鈴鹿市 都市整備部 市街地整備課 管理グループ 

   〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目 18番 18号 

   TEL：059-382-9025 

   FAX：059-382-7615 

   Mail：shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp 

 

３ 参加者の資格要件 

  参加者は、「参加表明書兼誓約書」提出日から、下記６（７）の審査結果の結果通知日ま 

 での期間において、次の要件を全て満たしている必要があります。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であ 

  ること。 

（２）建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 28条第３項または同条第５項の規定におる営 

  業停止処分を受けていないこと。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生 

  法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

（４）手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状況が著しく不健全でないこと。 

（５）鈴鹿市入札参加資格者名簿のうち、建設工事「とび・土工・コンクリート工事」また 

  は「造園工事」に登録されていること。 

（６）市から鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱（平成 11年鈴鹿市告示第 148 号）に基づ 

  く資格停止を受けていないこと。 

（７）鈴鹿市暴力団排除条例（平成２３年鈴鹿市条例第２号）第２条第１号に規定する暴力 
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団及び同条第２号に規定する暴力団員でないこと。 

（８）平成 28年度以降、大型複合遊具※を含む遊具設置工事（国又は地方公共団体が発注 

  したもの）を元請として施工した実績を参加表明者が有していること。 

   ※大型複合遊具：「遊具の安全に関する規準（JPFA－SP－S：2024）」（（一社）日本 

    公園施設業協会）の規定による。 

（９）（一社）日本公園施設業協会が認定する「SPマーク表示認定企業」であること。 

（10）配置予定技術者（主任技術者または監理技術者）は、参加者と直接的かつ恒常的（３ 

  ヶ月以上）な雇用関係にあり、大型複合遊具の設置経験がある「１級土木施工管理技 

  士」若しくは「１級造園施工管理技士」で、（一社）日本公園施設業協会技術資格制度の 

  「公園施設製品安全管理士」の資格を有すること。  

 

４ 失格に関する事項 

  下記のいずれかの事項に該当するときは、参加資格を失います。 

（１）企画提案書等の提出日、提出場所、提出方法等が本募集要項の定めに適合しないと 

  き。 

（２）企画提案書等に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。 

（３）企画提案書等の全部若しくは一部を提出しないとき、又は企画提案書等に記載すべき 

  事項の全部若しくは一部を記載しないとき。 

（４）審査委員や事務局職員などの関係者にプロポーザルに対する援助を直接若しくは間接 

  に求めたとき。 

（５）審査委員会に対する公正な審査を妨げたとき。 

（６）見積書の金額が提案上限額を超過したとき。 

 

５ 応募手続等のスケジュール 

項 目 日 程 

公募開始 令和８年７月１日（水） 

質問書 提出期限 令和８年７月１４日（火） 

質問書に対する回答期限 令和８年７月１７日（金） 

参加表明書 提出期限 令和８年７月２２日（水） 

参加資格確認結果通知 令和８年７月２４日（金） 

※欠格のみ郵送により通知 

企画提案書 提出期限 令和８年８月２１日（金） 

プレゼンテーション実施 令和８年９月上旬～９月中旬（予定） 

アンケート実施 令和８年９月上旬～９月中旬（予定） 

審査 令和８年９月中旬～９月下旬（予定） 

審査結果通知 令和８年１０月上旬（予定） 

見積合せ 令和８年１０月上旬（予定） 
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基本契約の締結 令和８年１０月上旬（予定） 

仮契約（令和８年度）の締結 令和８年１０月上旬（予定） 

議案の議決 令和８年１２月下旬（予定） 

通知 令和９年１月上旬（予定） 

契約（令和９年度）の締結 令和９年４月上旬（予定） 

契約（令和 10年度）の締結 令和１０年４月上旬（予定） 

  ※国の社会資本整備総合交付金の交付状況によっては、「契約の締結」が変更となる場合 

   があります。 

  ※企画提案書を提出した事業者が１社の場合は、アンケートは実施しません。 

（１）募集要項等の公表・配布 

  ア 公表 令和８年７月１日（水） 

  イ 公表等の方法 鈴鹿市公式ウェブサイトに掲載 

（２）質問の受付と回答 

  ア 提出期限 令和８年７月１４日（火） 午後５時 

  イ 提出方法 質問書（様式２）に質問を記入の上、事務局あてファックスまたは電子 

   メールにて提出 

  ウ 回答 令和８年７月１７日（金） 午後５時までに、順次鈴鹿市公式ウェブサイトに 

   て公表 

（３）参加表明書の提出 

  ア 提出期限 令和８年７月２２日（水） 午後５時 

  イ 提出書類 

   ・参加表明書兼誓約書（様式１） 

   ・業務実績が確認できる書類の写し 

    〇契約書、コリンズ等の写し 

   ・配置予定技術者の資格が確認できる書類の写し 

    〇「１級土木施工管理技士」または「１級造園施工管理技士」 

    〇（一社）日本公園施設業協会技術資格制度の「公園施設製品安全管理士」 

    〇雇用関係がわかる監理技術者資格者証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 

     等の写し 

   ・SPマーク表示認定企業であるこが確認できる書類の写し 

    〇SP表示認定企業認定証等 

     ※参加表明書類提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退書（様式３） 

  ウ 提出方法 持参、郵送、ファックス又は電子メールにより事務局あて提出（期限内 

   必着） 

     ※ファックス又は電子メールの場合は、必ず発注者に電話し、着信の確認をして 

      下さい。 

（４）企画提案書等の提出 

  ア 提出期限 令和８年８月２１日（金） 午後５時 
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  イ 提出書類 下記書類をＡ４ファイルに取りまとめ（Ａ３サイズの書類は折り込ん 

   で）、７部提出して下さい。 

※７部の内訳：下記書類すべてそろったものは１部、企画提案書等７部と記載して 

 あるもののみ６部 

※電子データは CD１枚とする。 

書 類 様 式 部数 

企画提案書提出届 様式４ 1 

工事実施体制 様式５ ７ 

企画提案書 任意様式（様式例あり） 7 

アンケート資料 任意様式及び電子データ（PDF） 7 

工程表 任意様式 7 

価格提案書 様式６ 1 

     

   ●企画提案書 

   （ア）事業計画（案）（コンセプト等を含む）（Ａ３判片面横１枚） 

     提案項目 

     ①テーマ・コンセプト 

      ・鈴鹿市で最も大きな遊具として、独創性、シンボル性やインパクトがあり、 

公園の特性等に合ったものとなっている。 

      ・こどもたちが遊びを通して心身の発育発達や自主性、創造性、社会性などを 

       身につけていくことができる遊具としてふさわしい提案となっている。 

      ・年齢、性別、障がいの有無に関わらず、誰もが楽しむことができるいわゆる 

インクルーシブに配慮した工夫を行い、こどもの発達年齢に合わせたいろい 

ろな遊びの形態が提案され、こどもが冒険心を持ちチャレンジしたくなるよ 

うな要素となっている。 

     ②維持管理 

      ・遊具の材質・塗装は、標準使用期間が担保される耐久性のある材料を使用す 

       るものとし、使用期間が長寿命化するように耐久性が優れたものとなってい 

       る。 

      ・維持管理（交換・修理）がしやすい構造とし、材料は一般的に入手しやす 

       いものを使用し、補修や部材交換等のメンテナンス性に優れているものとな 

       っている。 

      ・設置後の維持管理費の縮減が優れている。 

     ③安全に対する配慮 

      ・こどもたちが安全に安心して遊具で遊べるように安全に対する配慮がなされ 

ており、またこどもたちの予期しない遊びに対する安全対策が十分に行われ 

ている。 
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      ・こどもの様子を安心して見守ることができ、必要な時には手助けができるよ 

       う視認性が高く、保護者の動線等の配慮がされている。 

     ④実現性 

      ・提案内容を実現できる技術基準や類似実績などが示されており、実現性が高 

       い。 

      ・既存遊具と同程度の機能・規模であること、または、機能強化や機能転換を 

       行う場合は、その必要性（理由）が十分記載されている。 

     ⑤その他 

      ・要求水準書にない特筆すべき独自の提案がされている。 

   （イ）提案遊具の概要図（＝完成予想図イラスト、Ａ３判片面） 

※おおよその縮尺を記入して下さい。 

      ※必ず製品と整合性のとれたものとし、完成形の見え方から乖離したものは認 

めません。 

   （ウ）遊具の配置計画図（Ａ３判片面） 

    ※文字は 10.5ポイント以上の大きさとし、読みやすいように配慮して下さい。 

    ※図や表に注釈を付す場合は、文字の大きさは８ポイント以上として下さい。 

    ※国の社会資本整備総合交付金を活用すること前提としているため、原則、既存遊 

具と同程度の機能・規模とし、現状に比べ過度でない更新とすること。 

     ただし、必要があるときは、既存遊具の機能強化または機能転換をするものと 

し、その必要性（理由）の説明を記載して下さい。 

    ※提案者が特定できるような事業者名等は記載しないで下さい。 

   ●アンケート資料 

    ※Ａ３判片面１枚及び PDFデータ 

    ※アンケートは、小学校の児童等を対象に実施します。 

    ※概要図は、縮尺にあった背景及び人物を描写し、鳥、虹、風、風船など過度な装 

飾は行わないで下さい。 

    ※概要図にはプロポーザル対象遊具以外の施設の書き込みは禁止とします。 

    ※公園名、遊具の仮称、対象年齢及びコンセプトを簡潔に記載することは認めます 

が、会社名、キャラクター、ロゴマーク、フレームや柄及び詳細な説明等は一切 

記載しないで下さい。 

   ●工程表 

    ※提案者が特定できるような事業者名等は記載しないで下さい。 

  ウ 提出方法 

 持参又は郵送により事務局あて提出 

    ※期限内必着 

 

６ 審査及び優先交渉権者の決定 

（１）審査体制 
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   選定に係る審査は、鈴鹿フラワーパーク大型複合遊具更新事業に係る公募型プロポー 

  ザル選定委員会（以下、「選定委員会」）（非公開）が行います。 

（２）企画提案書等を審査する選定委員会 

   本募集要項等に基づき提出された企画提案書等については、選定委員会において、総 

  合的に評価し、優先交渉権者を選定します。 

（３）プレゼンテーションの実施 

   プレゼンテーションを行い、選定委員会の審査により優先交渉権者を選定します。 

   なお、審査の概要は以下のとおり 

   ア 日時 

     令和８年９月上旬～９月中旬（予定） 

   イ 場所 

     鈴鹿市役所庁内の会議室（予定） 

   ウ 参加者 

     ・市は、選定委員会委員及び鈴鹿市 都市整備部 市街地整備課職員（事務局） 

      が参加します。 

     ・企画提案者の参加人数は、最大５名までとします。 

     ・プレゼンテーション及び質疑応答は、非公開で行います。 

   エ 時間 

     45分以内（提案説明 30分以内、質疑応答 15分程度を予定） 

   オ 使用機器等 

     ・パソコンを使用する場合、モニター、HDMIケーブル及び電源タップは市で準 

      備します。その他の機器等は、企画提案者にて準備して下さい。 

     ・使用機器等の準備及び撤収作業は、プレゼンテーション及び質疑応答の時間内 

      に行って下さい。 

     ・使用機器等の設置、撤収及び操作は、企画提案者で行って下さい。 

   カ 説明 

     ・プレゼンテーションは事前に提出した企画提案書を元に説明して下さい。 

     ・企画提案書等を踏まえた提案概要や全体像、提案ポイントを簡潔に説明して下 

      さい。 

     ・当日の追加資料の配布は認めません。 

   キ 質疑応答 

     ・説明者以外の方による回答は可能です。 

     ・パソコン等の機器を使用して画像等を投影しながら回答することは可能です。 

   ク 通知等  

     ・日時等の詳細情報については、アの前週までに電子メールで通知します。 

（４）審査方法等 

   審査方法や審査基準の詳細については、「鈴鹿フラワーパーク大型複合遊具更新事業に 

  係る公募型プロポーザル選定要領」（以下「選定要領」という。）によるものとします。 



8 
 

 

（５）評価項目 

   企画提案等の評価項目及び配点等は以下のとおり 

    ア 企画提案能力   ２００／２６０ 

    イ アンケート結果   ３０／２６０ 

    ウ 価格評価      ３０／２６０ 

    ※評価配点基準等詳細については、選定要領（表１）を参照。 

    ※企画提案書を提出した事業者が１社の場合は、アンケートは実施しません。 

    ※アンケートを実施しなかった場合は、配点は２３０点満点となります。 

    ※総合得点が満点の６０％以下となった者又は評価項目で全委員の合計得点におい 

     て０点があった者は、契約候補者としません。 

（６）選定委員会において必要と判断した場合、補足資料の提出を求めることがあります。 

（７）選定結果の通知及び公表 

   審査結果は、審査後速やかに各企画提案者に書面で通知するとともに、市公式ウェブ 

  サイトにおいて公表します。 

 

７ 基本契約及び契約 

（１）基本契約の締結 

   優先交渉権者と市は、速やかに基本契約のための諸条件や仕様内容の確認調整を行 

  い、市が指示する期間内に上記２（７）「提案上限額」の範囲内による見積書を提出して 

  下さい。 

   企画提案書等に記載され、選定で評価した項目については、原則として基本契約時の 

  仕様に反映するものとします。ただし、本事業の目的達成のため、必要な範囲におい 

  て、優先交渉権者との協議により基本契約または各年度の契約締結段階で項目を追加、 

  変更及び削除することがあります。また、これにより参考見積額を超えない範囲で、基 

  本契約の内容及び額等の調整を行うことがあります。 

   上記６による優先交渉権者の次点の提案者に対しては、優先交渉権者が基本契約締結 

  に際し参加資格要件を満たさなくなった、辞退した場合等、基本契約締結ができない場 

  合は、契約交渉相手として発注者から連絡することがあります。 

   なお、上記３による参加資格に関する諸条件は、基本契約締結または年度契約に際し 

  ても同様に確認を行うものとし、該当しないことが明らかになった場合は、失格となり 

  ます。 

   基本契約は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づく議会の議決をもって、 

  その効力が発生します。 

（２）契約の締結 

   基本契約期限内で国の社会資本整備総合交付金に応じて、毎年度工事実施範囲及び履 

  行期限を決定し、契約を締結するものとします。 

   令和８年度は、２９８,２００,０００円を上限とします。また、令和８年度分は、上記 
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  基本契約と同様に、議会の議決をもって、効力が発生するものとなります。 

（３）契約保証金 

   鈴鹿市契約規則第２７条に基づき、年度契約ごとに契約金額の１００分の１０以上の 

契約保証金を納付しなければなりません。ただし、同条第１項各号のいずれかに該当す 

る場合は、この限りではありません。 

（４）基本契約及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

（５）基本契約及び各年度契約の変更 

   基本契約及び各年度契約の変更は、原則行いません。ただし、市側のリスクに起因す 

  る事由又は受注者の責めに帰することができない事由による場合、変更することがあり 

  ます。 

 

８ その他 

（１）提出された企画提案書等は返却しません。 

（２）提出期限後における企画提案書の差替え及び記載内容の変更は認めません。ただし、 

  誤字、脱字の修正や、市が審査上必要と認めたものについてはこの限りではありませ 

  ん。 

（３）市は、審査及び説明を行うため、提出された企画提案書等を使用し、又は写しを作成 

  する場合があります。 

（４）提出された企画提案書等は、審査目的以外には提案者に無断で使用しません。ただ 

  し、情報公開請求により、企画提案書等を開示する場合があります。 

（５）審査内容及び審査結果については、一切の異議を認めません。 

（６）公募が公正に実施することができないと認められる場合やその他やむを得ない理由が 

  ある場合には、公募の実施を延期し、または取り止めることがあります。また、これに 

  より応募者が支出した費用等については、一切補償しません。 

（７）契約締結に関し、議会の議決が得られず契約が不成立となったときは、契約の効力は 

  失い、本事業の準備に関して既に市及び受注者が支出した費用等、一切の損害およびリ 

  スクは各自の負担とします。 

 


